
 

 

帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用助成のご案内 

このご案内が届いた方でも、過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがある方（生・不活化を問わず、
全額自費で接種を受けた方も含む）は、定期接種の対象とはならないため、予診票を使用することはできま
せん。再度接種を希望する場合は、各医療機関の定める金額を医療機関へお支払いください。 



 
 
 
 
 

 

 

 


